


２ 平成 27年度ワーク・ライフ・マネジメントの検証 

 

平成 26 年度からワーク・ライフ・マネジメントを推進していますが、各目

標項目について取組前である平成 25 年度を振り返ると、一定の効果が表れて

きています。 

平成 27 年度の全庁の実績は、超長時間勤務者数やワーク・ライフ・マネジ

メントに関する満足度といった項目は前年度実績より改善された一方で、時間

外勤務時間数や年休取得時間数等の項目は後退しました。また、年度当初に部

局ごとに目標を掲げて取り組んだものの、目標達成には及ばなかった部局と達

成できた部局とのばらつきも見受けられます。 

ワーク・マネジメントの推進においては、上半期の検証において次年度に向

けた事業の削減やプロセス改善を提案、議論する仕組みの導入や、休止事業に

ついて次年度予算に加算される仕組みの強化等により、思い切った事業の選択

と集中による業務の見直しに取り組みましたが、組合員へのアンケート結果で

は１／３が、所属長の具体的なマネジメントがあまりないと感じていることか

らも、引き続き、業務削減・プロセス改善に向けた具体的方策の検討や、新た

な行政ニーズへの対応等に対する所属長等の適切なマネジメントが求められ

ます。また、効率的な業務遂行やマネジメントの優良事例の水平展開を進めて

いく必要もあります。 

ライフ・マネジメント支援の推進においては、業務量の増加に伴って年休取

得に結びつかない状況が見受けられたため、年休についても夏季休暇と同様に、

計画的な取得に向けた所属長等によるマネジメントが求められます。また、育

児休業や介護休暇等の取得に必要な業務体制の確保や職員が的確に制度を利

用できるような職場のマネジメントの推進等も求められます。 

意識・組織風土改革の推進においては、大半の職場で対話や職場労使協働委

員会の場を通じてチームワークや支え合いの職場環境づくりが進んでいます。

一方で、部局・所属における意識のギャップもあり、その解消のためにも、県

民サービスを維持向上しながら業務の「質」と「量」のバランスをうまくとり、

ワークとライフの高度な両立を図っていく等のワーク・ライフ・マネジメント

の趣旨や目的等を浸透させ、その趣旨や目的等のもとで業務に取り組めるよう、

啓発を続けていく必要があります。 

今後は、平成 31 年度に向けて取組を加速させ、さらなる推進を図っていく

必要があります。 
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３ 平成 28年度ワーク・ライフ・マネジメント推進方針に掲げた目標の状況 

 

（１）ワーク・マネジメントの推進に関する部局目標の状況 

平成 28 年度ワーク・ライフ・マネジメント推進方針に掲げた時間外勤

務時間数、超長時間勤務者数にかかる各部局の目標は、別表１のとおりで

す。なお、全庁目標は以下のとおりです。 

 

 

 

【別表１】時間外勤務時間（1人あたり）、超長時間勤務者数の目標 

※時間外勤務手当支給対象者（国等への派遣職員を除く。） 

 時間外勤務時間（時間、％） 

28年度 
目標 

昨年度 
実績 

昨年度 
実績比 

25年度 
実績 

対25年度 
実績比 

＜参考＞ 
31年度 
目標 

防災対策部 366 456 ▲20% 417  ▲12% 291 

戦略企画部 200 289 ▲31% 232  ▲14% 162 

総務部 105 109 ▲4% 130  ▲19% 90 

健康福祉部 162 209 ▲22% 191  ▲15% 132 

環境生活部 230 239 ▲4% 293  ▲22% 205 

地域連携部 134 135 ▲1% 157  ▲15% 110 

農林水産部 150 158 ▲5% 184  ▲18% 129 

雇用経済部 257 345 ▲26% 284  ▲10% 200 

県土整備部 235 242 ▲3% 306  ▲23% 214 

出納局 33 33 ±0 43  ▲23% 30 

企業庁 148 156 ▲5% 174  ▲15% 122 

病院事業庁（県立病院課） 174 174 ±0 264  ▲34% 164 

教育委員会事務局 215 243 ▲12% 241  ▲11% 166 

人事委員会事務局 70 89 ▲21% 72  ▲3% 50 

監査委員事務局 125 125 ±0 152  ▲18% 106 

労働委員会事務局 20 20 ±0 7  ＋286% 5 

海区漁業調整委員会 0 0  -  0  - 0 

 

 

 

時間外勤務実績：H31年度時点  154時間（H25実績から 30％削減） 

超長時間勤務者数：H28年度     197人（H25実績から 50％削減） 
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 超長時間勤務者数（人、％） 

28年度 
目標 

27年度 
実績 

26年度 
実績 

25年度 
実績 

対 25年
度比 

防災対策部 14 24 24 28 ▲50% 

戦略企画部 4 17 8 7 ▲43% 

総務部 9 10 13 20 ▲55% 

健康福祉部 31 62 59 62 ▲50% 

環境生活部 0 11 19 34 皆減 

地域連携部 0 0 9 5 皆減 

農林水産部 0 5 1 27 皆減 

雇用経済部 22 57 32 44 ▲50% 

県土整備部 76 46 83 153 ▲50% 

出納局 0 0 0 0 － 

企業庁 0 0 1 1 皆減 

病院事業庁（県立病院課） 0 0 0 1 皆減 

教育委員会事務局 4 13 11 12 ▲67% 

人事委員会事務局 0 0 0 0 － 

監査委員事務局 0 0 0 0 － 

労働委員会事務局 0 0 0 0 － 

海区漁業調整委員会 0 0  0  0 － 

 

＜参考＞各部局の目標の積み上げ 

  時間外勤務時間 ：182時間 

（対 25年度実績比▲17%、対 27年度実績比▲11%） 

超長時間勤務者数：160人 

（対 25年度実績比▲59%、対 27年度実績比▲35%） 

 

（２）ライフ・マネジメント支援の推進に関する目標の状況 

平成 28年度ワーク・ライフ・マネジメント推進方針に掲げた目標のうち、

年休取得時間数の各部局目標については、別表２のとおりです。なお、全

庁目標は平成 31年度時点で 115時間以上です。 

また、夏季休暇の取得率、男性職員の育児参加休暇取得率、育児休業取

得率の実績と目標は、別表３のとおりです。 
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【別表２】年休取得時間目標（1人あたり）※管理職員を含む 

 

 年休取得時間（時間） 

28年度 
目標 

27年度 
実績 

27年度 
比較 

＜参考＞ 
31年度 
目標 

防災対策部 98 76  ＋22 115 

戦略企画部 101 80  ＋21 115 

総務部 118 118  0 118 

健康福祉部 109 105  ＋4 115 

環境生活部 97 92  ＋5 115 

地域連携部 115 111  ＋4 115 

農林水産部 115 108  ＋7 115 

雇用経済部 100 96  ＋4 115 

県土整備部 126 124  ＋2 126 

出納局 120 119  ＋1 120 

企業庁 124 127  ▲3 124 

病院事業庁（県立病院課） 124 117  ＋7 124 

教育委員会事務局 102 89  ＋13 117 

人事委員会事務局 112 94 ＋18 115 

監査委員事務局 115 126  ▲11 115 

労働委員会事務局 120 118  ＋2 140 

海区漁業調整委員会 129 120  ＋9 155 

 

＜参考＞ 

各部局の目標の積み上げ 

年休取得時間：114時間（対 25年度実績＋13時間、対 27年度実績＋5時間） 

 

【別表３】夏季休暇取得率、男性職員の育児参加休暇取得率、育児休業取得率 

の目標 

 

項  目 平成 31年度目標  平成 27年度実績  

夏季休暇取得率 100％ 
(取得率)    97.4％ 

(100％取得者) 93.1％ 

男性職員の育児参加休暇取得率 100％ 87.80％ 

男性職員の育児休業取得率 25％ 14.63％ 
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４ 今年度のワーク・ライフ・マネジメントの推進に向けて 

  

（１）ワーク・マネジメントの推進に向けた支援 

   厳しい財政状況の中で、業務にかける経営資源（時間、費用等）は削減

していきながらも、業務の成果は維持向上していくというワーク・マネジ

メントにおける高度な両立の実現に強い決意をもって臨み、部局長・所属

長といった管理職がそれぞれの立場でリーダーシップを発揮し、その実現

のための抜本的な業務プロセスの見直しと業務量の削減につながる取組を

進めていきます。 

各部局・職場等における業務見直しの実効性を高められるよう、これまで

に他の所属等で取り組まれた優良事例を紹介するとともに、職場に応じた業

務見直しを支援するために、タイムマネジメント研修を実施します。 

また、具体的に業務量の削減を進めていけるよう、今年度は「ワーク・マ

ネジメント」をテーマに労使協働セミナーを開催します。 

 

（２）時差出勤勤務の試行 

平成 27 年度の朝型勤務の実施は、業務の効率化や意識・組織風土改革の

推進にも一定の効果があり、ワーク・ライフ・マネジメントの推進につなが

ると考えられます。そのため、今年度は、制度の充実を図る方向で労使で検

討を進め、「朝型」・「夕型」の２つの勤務パターンを設定し、実施期間を延

ばすなどの見直しを行い、時差出勤勤務を試行的に実施します。 

「多様な働き方」を通じて、一日の時間を有効に使うことにより「ワーク」

と「ライフ」の両立を実現することや、原則定時退庁とすることにより、職

員が生き生きと仕事ができる「日本一、働きやすい県庁（しょくば）」の構

築につなげます。 

なお、今年度の試行期間終了後、職員アンケートを実施するとともに、公

務への影響も見極めながら、来年度の制度の方向について、引き続き労使で

検討していきます。 
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